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建設リサイクル法等に関する制度の見直しについての要望書 

 

令和７年 12 月３日  

 

 国土交通大臣 金子 恭之 様  

 

 環 境 大 臣  石原 宏高 様  

 

 

 九都県市首脳会議として、別紙のとおり要望いたしますので、特段のご配慮を  

お願いいたします。 

 

 

九都県市首脳会議 

  座長 横 浜 市 長  山 中 竹 春 

 

埼 玉 県 知 事 

千 葉 県 知 事 

東 京 都 知 事 

神奈川県知事  

川 崎 市 長 

千 葉 市 長 

さいたま市長  

相 模 原 市 長 

大 野 元 裕 

熊 谷 俊 人 

小 池 百 合 子 

黒 岩 祐 治 

福 田 紀 彦 

神 谷 俊 一 

清 水 勇 人 

本 村 賢 太 郎 
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（別紙） 

 

建設リサイクル法等に関する制度の見直しについて 

 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（以下「建設リサイクル法」と  

いう。）については、平成 14 年に完全施行されて以来、特定建設資材をはじめとする

建設廃棄物の再資源化率の向上に大きく寄与していますが、一方で、令和５年度の 

不法投棄量全体における建設廃棄物の割合は 72.6％を占めており、建設廃棄物の適

正処理についてはより一層の推進が必要です。 

九都県市首脳会議では、建設リサイクル法や廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（以下「廃棄物処理法」という。）に関して、廃棄物適正処理の推進に効果的と   

考えられる制度や運用等を協議しており、このたび、見直し等が必要と考える事項に

ついて、以下のとおり要望します。 

 

１ 建設廃棄物の総合的管理による不法投棄対策 

建設廃棄物の不法投棄を防止するため、解体工事等から処分に至るまでの  

廃棄物の流れを総合的に管理するとともに、適正処理に必要な費用が確実に  

支払われる制度を導入すること。 

（説明） 

建設リサイクル法の完全施行後、建設廃棄物の不法投棄は減少しているが、   

不法投棄全体における建設廃棄物の割合はなお大きな割合を占めており、    

更なる不法投棄対策のための制度及び施策が必要である。 

九都県市首脳会議では、平成 19 年に建設廃棄物の総合的管理による不適正処理の

防止について要望を行っており、中央環境審議会の「建設リサイクル制度の施行状況

の評価・検討について－とりまとめ」（平成 20 年 12 月）においても、建設廃棄物の

流れの「視える化」について検討すべきとされている。 

今後、建設廃棄物の総合的管理を検討するに当たっては、既存の電子マニフェスト

システムを効率的に利用すること、現行の廃棄物処理法においてマニフェスト交付

の対象とならない自己運搬及び自己処分についても当該管理システムにおいて報告

の対象とすること、適正処理に必要な費用が確実に支払われる仕組みを導入する 

こと及び建設廃棄物の流れについて関係者や行政が把握できるようにすること等を

具体的に制度化し、効果的な仕組みとする必要がある。 

 

２ 建設汚泥の発生抑制又は再資源化並びに適正利用の推進 

建設リサイクル法で再資源化が義務付けられている特定建設資材と同様に、 

建設汚泥の再資源化を義務付け、併せて、排出事業者である工事受注者による  
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建設汚泥処理物の一定の利用を義務付けるなど、排出事業者自らが工事間利用 

など適正に再生利用することを促進する仕組みを整備すること。 

また、建設汚泥処理物が利用される場合には、最終利用先において適正な利用が

行われていることを排出事業者が確認する制度を設けること。 

（説明） 

建設汚泥については、産業廃棄物全体の最終処分量において大きな割合を占めて

いる。国土交通省直轄の公共工事で発生する汚泥については、「建設汚泥の再生利用

に関するガイドライン」により、その再生利用に努めることとされているが、当該ガ

イドラインの対象とならない民間工事で発生するものについても、発生抑制及び再

資源化を推進する必要がある。 

建設汚泥は建設資材には当たらないものとされているが、工事間利用等での  

排出事業者自らの再生利用の義務付けや、再資源化等が義務付けられる特定建設 

資材と同様に再資源化等を義務付ける必要がある。 

一方、建設汚泥処理物の利用に当たり崩落防止措置等適切な施工が行われずに 

崩落・流出する事例や建設汚泥処理物が大量に堆積されている事例など不適正な 

事案が発生している。 

特に、建設汚泥処理物を利用目的もなく埋め立てる等の行為に対しては、自治体に

よっては条例を制定し、廃棄物の不適正事案として是正指導をしているが、その際、

排出事業者の特定などに大変苦慮している。 

建設汚泥については、排出事業者が工事現場で再生利用することが望ましいが、 

現在は排出事業者が処理業者に処理を委託した場合はその後の建設汚泥処理物の 

状況については関知していないことから、適正な利用を確保するためには、排出事業

者が自ら責任をもって最終的な利用先まで確認する全国統一の制度が必要である。 

 

３ 解体系廃石膏ボードのリサイクル促進 

建築用内装材料などとして広く用いられている石膏ボードのリサイクルの  

仕組みを確立したうえで、建設リサイクル法の特定建設資材として石膏ボードを 

指定すること。 

（説明） 

石膏ボードは建築用内装材料等として広く用いられているが、一部他の廃棄物と

の混合破砕などにより、不適正処理が横行しつつあるとの指摘や、管理型処分場での

処分が義務付けられたことから、管理型処分場ひっ迫の懸念材料になっている。 

廃石膏ボードは年間百数十万トン排出されているが、今後更に増加する見込みで

あり、そのリサイクル及び適正処理を推進していくことが強く求められている。 

廃石膏ボードのリサイクルが進まない大きな要因の一つに、解体系廃石膏ボード

をリサイクルする仕組みが確立されていないことが挙げられる。 

国土交通省においては、廃石膏ボードの再資源化を目的にした「現場分別解体  
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マニュアル」を作成し、建築物の解体工事や改修工事における石膏ボードの    

分別解体、管理方法について手順をまとめたところであるが、解体系廃石膏ボードの

リサイクルを促進するためには、リサイクルの仕組みを確立した上で、建設    

リサイクル法において「特定建設資材」に指定されることが必要である。 


